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      平成２３年第３回上里町議会臨時会議事録第１号     

 
平成２３年６月２０日（月曜日） 

                                       
 
議事日程 第１号及び本日の会議に付した事件 
 
日程第１ 会議録署名議員の指名について 
日程第２ 会期の決定について 
日程第３ 提出議案の報告について 
日程第４ 町長提出議案第４１号 工事請負契約の締結について 
日程第５ （選挙第８号）    児玉郡市広域市町村圏組合議会議員選挙について 
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出席議員（１３人）  
     １番  植 原 育 雄 君      ２番  山 下 博 一 君  
     ３番  植 井 敏 夫 君      ４番  高 橋 正 行 君  
     ５番  納 谷 克 俊 君      ６番  中 島 美 晴 君  
     ７番  荒 井   肇 君      ８番  新 井   實 君  
     ９番  小 暮 敏 美 君     １０番  沓 澤 幸 子 君  
    １１番  高 橋   仁 君     １２番  伊 藤   裕 君  
    １３番  根 岸   晃 君  
 
欠席議員 なし  

―――――――――――――――◇――――――――――――――― 
 
説明のため出席した者  

町 長  関 根 孝 道 君  副 町 長  高 野 正 道 君  
教 育 長  山 下 武 彦 君  総 務 課 長  戸 矢 隆 光 君
総合政策課長  石 原 秀 一 君  学校教育課長  山 口 正 彦 君  

     ―――――――――――――――◇――――――――――――――― 
 
事務局職員出席者  

事 務 局 長  横 尾 邦 雄    主   任  戸 矢 信 男  



    - 3 - 
 
 

◎開会・開議  
   午前９時００分 開会・開議  

―――――――――――――――◇――――――――――――――― 
○議長（伊藤  裕君） ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達しておりま
すので、平成２３年第３回上里町議会臨時会を開会します。直ちに本日の会議を開きます。  

―――――――――――――――◇――――――――――――――― 
◎日程第１ 会議録署名議員の指名について  
○議長（伊藤  裕君） 日程第１ 会議録署名議員の指名について。  
  会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において、９番小暮敏美議
員、１０番沓澤幸子議員、１１番高橋 仁議員、以上の３名を本会期中の会議録署名議員
に指名いたします。                                   

―――――――――――――――◇――――――――――――――― 
◎日程第２ 会期の決定について  
○議長（伊藤  裕君） 日程第２ 会期決定の件を議題といたします。  

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、ご異議
ありませんか。  

〔「異議なし」の声あり〕  
○議長（伊藤  裕君） ご異議なしと認めます。  

よって、会期は１日間と決定いたしました。  
―――――――――――――――◇――――――――――――――― 

◎日程第３ 提出議案の報告について  
○議長（伊藤  裕君） 日程第３ 提出議案の報告について。  
  町長より議案の送付がありましたので、事務局をして議案の報告をいたさせます。  

事務局。  
〔事務局長報告〕  

     ―――――――――――――――◇――――――――――――――― 
◎日程第４ 町長提出議案第４１号 工事請負契約の締結について  
○議長（伊藤  裕君） 日程第４ 町長提出議案第４１号 工事請負契約の締結について
の件を議題といたします。  
提出者から提案理由の説明を求めます。  
副町長。  

〔副町長 高野 正道君発言〕  
○副町長（高野 正道君） 議案第４１号、工事請負契約の締結について、次のとおり工事
請負契約の締結をしたいので地方自治法第９６条第１項第５号及び上里町議会の議決に付
すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求め
るものでございます。  
１としまして契約の目的、平成２２年度上里町立長幡小学校校舎改修工事。２契約金額

４，１４７万５千円。３契約の相手、埼玉県本庄市小島６丁目１１番６７号横尾建設株式
会社代表取締役横尾 巧。４契約の方法、一般競争入札。提案理由といたしまして、上里
町立長幡小学校校舎改修工事に伴い、本案を提出するものでございます。  
次に本工事請負契約の締結についての補足説明をさせていただきます。長幡小学校の経

過といたしまして、平成１８年度に校舎改修調査・耐震の二次診断を実施しました。平成
２２年度に改修工事・実施設計を終了しました。平成２２年度に国の第１次補正予算によ
り１月２４日付け交付決定を受けた事業であるため、平成２２年度の工事完成ができない
ため、平成２３年度への繰越事業として今回発注したものでございます。国庫補助率につ
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いては、校舎の耐震改修工事につきましては、補助率の２分の１、校舎のトイレ改修工事
につきましては、補助率３分の１となっています。合計の補助金額２，２８２万７千円の
交付決定を受けています。  

  続きまして工事の概要についてご説明させていただきます。耐震改修工事でございます
が、長幡小学校校舎、昭和５３年建築でございます。３階建て延べ床面積２，６８９㎡で
ございます。鉄骨ブレース補強、筋交い４ヶ所の補強工事を実施するものでございます。  

  トイレの改修工事につきましては、校舎１階では職員用１ヶ所、児童用１ヶ所、２階で
は児童用２ヶ所、３階は児童用１ヶ所の合計５ヶ所、男女各５ヶ所であります。トイレ改
修工事の仕様につきましては、洋式大便器を採用し洋式と和式を設置します。その他、配
管、洗面器の交換、固定手すりの新設、男子小便器は個別感知式の自動洗浄となっており
ます。  

  アスベスト除去工事は、西側階段室で５７㎡の除去工事となっています。また、高架水
槽の撤去、給水ポンプ工事を併せて実施するものでございます。以上が工事の概要説明で
ございます。  
続きまして、発注契約関係につきまして説明いたします。契約の内容といたしましては、

長幡小学校校舎改修工事を発注するに当たり施工業者の入札参加資格といたしまして、児
玉郡市、深谷市、高崎市及び藤岡市内に本店支店等を置く建築工事業 A ランクによる入札
への参加資格とした訳でございます。  
次に契約の方法につきましては、入札資格審査を入札後に実施しますダイレクト型一般

競争入札とし、告示日を５月１９日に行いました。告示の内容といたしましては、１入札
対象工事、工事名は平成２２年度上里町立長幡小学校校舎改修工事。工事場所につきまし
ては、上里町大字藤木戸１４５番地。工事期間につきましては、契約の日より平成２３年
１０月２８日まで。設計金額につきましては、５，９９６万１，４７５円消費税を含まな
い金額でございます。  
次に２の入札書等の提出の方法でございますが、書留、簡易書留、又は特定郵便記録郵

便のいずれかの方法にいたしまして、上里郵便局留めによる提出といたしました。３開札
日時及び場所でございます。開札日時につきましては、平成２３年６月１４日（火）午前
１０時でございます。場所につきましては、上里町役場４階大会議室。４といたしまして
入札に参加できるものの形態は単体企業でございます。５としまして、入札に参加するも
のに必要な資格、主だったものでございますが、１として平成２３・２４年度上里町建設
工事競争入札参加資格者名簿において建築工事業で登録されているもの。２としまして、
児玉郡市、深谷市、高崎市及び藤岡市内に営業所・又は支店等を有し建築工事業 A 級に格
付けされたもの。３この工事に対応する許可業種の資格を有する管理技術者を建設業法に
従ってこの工事に選任で配置すること。その他、注意点、留意点等を加えて合計７ページ
にわたる告示を行い町のホームページ、また建設業界紙２誌に掲載し周知を図った訳でご
ざいます。  
入札金額の見積りに必要な仕様書、設計図書等の周知方法につきましては、情報を入手

した電子データ CDROM の貸し出しを告示日より６月２０日まで行いました。また、設計
図書等に関する質疑の受付を５月２７日から３０日までの間、行い質疑に対する回答につ
いては６月２日に総務課及びホームページ上に掲示する予定でありましたが、質疑等は寄
せられませんでした。次に６といたしまして、入札の結果につきましては、入札書等の提
出につきましては、５社から提出があり、６月１４日に開札を行った訳でございます。開
札の結果、横尾建設株式会社が金額３，９５０万円消費税抜きで第１順位の落札候補者と
なりました。６月１５日、上里町工事請負指名業者資格審査会におきまして横尾建設株式
会社の入札参加資格確認申請書、その他必要書類の審査を実施し、審査の結果、同社が落
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札者と確認され、６月１５日に同社にその旨の通知をいたしました。６月１７日付けで４，
１４７万５千円税込額で仮契約書の締結を行った訳でございます。以上が補足説明でござ
います。  
以上で上里町立長幡小学校校舎改修工事の一般競争入札の結果の説明とさせていただき

たいと思います。慎重、審議をいただきましてご議決賜りますようお願い申しあげます。  
○議長（伊藤  裕君） これで提案理由の説明を終わります。  
これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次発言を許可いたします。  

 ５番 納谷議員。  
 〔５番 納谷 克俊君発言〕  

○５番（納谷 克俊君） 何点かお尋ねいたします。設計価格が５，９９６万１，４７５円
税抜きということでありましたが、予定価格はいくらだったのでしょうか。続きまして、
５社から入札書が届いたと思いますが、落札された横尾建設株式会社さん以外の会社を公
表できればしていただきたいと思います。ゆくゆくホームページで公表されると思います
ので可能だと思いますのでお願いいたします。また、入札価格も併せて教えていただきた
いと思います。以上で結構です。お願いします。  

○議長（伊藤  裕君）副町長。  
〔副町長高野 正道君発言〕  

○副町長（高野 正道君）まず１点目の予定価格はいくらかとのご質問ですけれども、予定
価格の公表は実施していません。その理由といたしましては、予定価格の公表につきまし
ては、その価格が目安となり業者間での適正な入札価格の競争が行われにくくなることや、
業者の見積もり努力を損なわせること等の弊害があるとのことで国の指示をいただきまし
てここ数年、予定価格の公表はしていないところでございます。  
次に、今回応札いただいた５社の内訳でございますけれども、横尾建設株式会社、竹並

建設株式会社、株式会社大信工業埼玉支店、株式会社塚本工務店埼玉支店、塚本建設株式
会社埼玉営業所の５社でございます。  

○議長（伊藤  裕君） ほかに質疑はありませんか。  
〔「なし」の声あり〕  

○議長（伊藤  裕君） 質疑がないようですのでこれで質疑を終了いたします。  
これより討論に入ります。討論はありませんか。  

〔「なし」の声あり〕  
○議長（伊藤  裕君） ないようですので、これで討論を終了いたします。  

これより、議案第４１号 工事請負契約の締結についての件を起立により採決いたしま
す。  
本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  

                〔賛成者起立〕  
○議長（伊藤  裕君） 起立全員であります。  

よって、本案は原案のとおり可決されました。  
暫時休憩します。  
  午前９時１５分 休憩  

―――――――――――――――◇――――――――――――――― 
    午前１１時００分 再開  
◎日程第５ 児玉郡市広域市町村圏組合議会議員選挙について  
○議長（伊藤  裕君） 休憩前に引き続き会議を開きます。日程第５ 児玉郡市広域市町
村圏組合議会議員選挙についての件を議題とします。  
ただいま、児玉郡市広域市町村圏組合より広域市町村圏組合議会議員の欠員に伴い、後
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任議員の選出依頼があります。  
この選挙は、投票で行います。議場を閉鎖いたします。  

〔議場閉鎖〕  
○議長（伊藤  裕君） ただいまの出席議員は、１３名であります。  

会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に１３番根岸 晃議員、１番植原育雄議
員、２番山下博一議員を指名いたします。  

○議長（伊藤  裕君） 投票用紙を配布いたします。  
〔投票用紙配布〕  

○議長（伊藤  裕君） 投票用紙の配布漏れはありませんか。  
〔「なし」の声あり〕  

○議長（伊藤  裕君） 配布漏れなしと認めます。  
投票箱を改めさせます。  

〔投票箱点検〕  
○議長（伊藤  裕君） 異常はありませんか。  

〔「なし」の声あり〕  
○議長（伊藤  裕君） 異常なしと認めます。  
  念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。  
  これより投票に移ります。  

投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、職員の点呼に応じ、順次投票を願います。  
［事務局長 議員氏名を点呼、投票］  

○議長（伊藤  裕君） 投票漏れはありませんか。  
〔「なし」の声あり〕  

○議長（伊藤  裕君） 投票漏れなしと認め、投票を終了いたします。  
 これより開票いたします。  
先ほど開票立会人に指名いたしました。１３番根岸 晃議員、１番植原育雄議員、２番

山下博一議員の立会いをお願いいたします。  
〔開票・投票点検〕  

○議長（伊藤  裕君） 会議規則第３３条第１項の規定により選挙の結果を報告いたしま
す。  
 投票総数１３票、これは先ほど出席議員数に符号いたします。そのうち  

有効投票数   １３票  
無効       ０票  
有効投票中  
新井 實議員  ７票  
納谷克俊議員  ５票  
沓澤幸子議員  １票  

以上のとおりであります。  
○議長（伊藤  裕君） この選挙の法定得票数は、４票であります。よって、新井 實議
員が当選されました。  
 議場の閉鎖を解きます。  

〔議場閉鎖解除〕  
○議長（伊藤  裕君） ただ今、児玉郡市広域市町村圏組合議会議員に当選されました、
新井 實議員が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定により、告知いた
します。  
 児玉郡市広域市町村圏組合議会議員に当選されました新井 實議員から承諾及び挨拶を
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お願いいたします。  
〔８番 新井  實君発言〕  

○８番（新井  實君） 広域圏議会議員に多数の議員さんのご推挙いただきまして当選さ
せていただきました新井 實です。副議長に続いて大役を仰せつかった中で、上里町民、
また上里町と広域圏組合のパイプ役として伊藤議長を助けながら本庄児玉郡市の特に東日
本大震災がありますので防災や医療、また道路のインフラ等、一生懸命他の市町村の議員
さんと共に切磋琢磨しながら地域の発展に努力する所存でありますので今後ともよろしく
お願いします。  

―――――――――――――――◇――――――――――――――― 
◎閉 会  
○議長（伊藤  裕君） 以上で本臨時会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。  
  これをもちまして、平成２３年第３回上里町議会臨時会を閉会いたします。  
  お疲れ様でした。  
   午前１１時１５分 閉会  
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